
議案第４５号 

 

大田原市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

大田原市営住宅管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和４年６月１３日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   



大田原市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

大田原市営住宅管理条例（平成９年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

大田原市野崎団地 大田原市下石上 木造平家建 ３ ３ 

簡易耐火構造平家建 ７ ３２ 

                                       」 

を 

「 

大田原市野崎団地 大田原市下石上 木造平家建 ３ ３ 

簡易耐火構造平家建 ５ ２２ 

                                       」 

に、 

「 

大田原市星ケ丘団地 大田原市前田 木造平家建 １４ １４ 

大田原市ひばりケ丘団地 大田原市黒羽向町 木造平家建 ４ ４ 

                                       」 

を 

「 

大田原市星ケ丘団地 大田原市前田 木造平家建 ８ ８ 

大田原市ひばりケ丘団地 大田原市黒羽向町 木造平家建 ３ ３ 

                              」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年７月１日から施行する。 


